大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　府は、小規模な社会福祉法人等が、自らの創意工夫に基づき、地域貢献事業を積極的に展開していくことを通じて、府民の福祉ニーズに対応した地域の福祉サービスの一層の充実が図られるよう、複数の法人が参画するネットワークを構築し、当該ネットワーク参画法人による協働事業の試行、これらの事業の実施に必要な合同研修や人事交流等の取組を推進するため、予算の定めるところにより、府が認めた団体に対し、大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則（昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。）、小規模法人のネットワーク化による協働推進事業実施要綱（平成30年３月28日社援発0328第５号）及び生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱（平成27年７月27日社援発0727第2号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象事業）
第２条　本補助金の補助対象事業、対象経費及び補助基準額は、別紙１及び別紙２のとおりとする。

（交付額の算定方法）
第３条　この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
（１）別紙２に定める補助基準額（上限額）と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とす
る。
　（２）（１）により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較
　　　して少ない方の額を交付額とする。

（補助金の交付の申請）
第４条　規則第４条第１項の申請は、知事が定める日までに、必要書類を添えて大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付申請書（様式第１号）を、知事に提出することにより行わなければならない。

（補助金の交付の決定）
第５条　知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、
　補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
２　知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る
　事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

（補助金の交付の申請の取下げ）
第６条　補助金の交付の申請をした者は、規則第７条の規定による通知を受け取った日から起算して30日
　以内に限り当該申請を取り下げることができる。
２　前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

（補助金の交付の条件）
第７条　規則第６条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の20パーセント
以内の配分変更とする。
２　規則第６条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の20パーセント以内の
減額を伴う事業内容の変更とする。
３　規則第６条第１項第１号又は第２号に規定する知事の承認を受けようとする者は、必要書類を添えて大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金変更交付申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。
４　規則第６条第１項第３号に規定する知事の承認を受けようとする者は、必要書類を添えて大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金中止（廃止）申請書（様式第６号）を、知事に提出しなければならない。
５　規則第６条第１項第４号に規定する補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が
　困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
６　補助金の交付を受けた補助事業者は、経理の状況を常に明確にし、補助事業に係る収入及び支出を明らかに
　した帳簿を備え、当収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を10年間
　保存しなければならない。
７　補助事業者は、補助金の交付決定を受けてから交付確定を受けるまでの間に、下記各号のいずれかに該当することとなった場合には、該当事項届出書（様式第４号）により、速やかに知事に届出を行い、その指示を受けなければならない。
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。）
（２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する「暴力団員」をいう。）
（３）暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。）
（４）法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者
（５）公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条第１項に規定する排除措置命令又は同法第50条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者
８　事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、消費税仕入控除税額報告書（様式第８号）により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度６月30日までに、知事に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。また、補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、府に納付しなければならない。

（補助金の交付の決定の通知）
第８条　知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、
　補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

（決定の取消し）
第９条　知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の
　決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく処分に違反したときは、補助金の交付の
　決定の全部又は一部を取り消すものとする。
２　前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものと
　する。
３　第８条の規定は、第１項の規定による取消しをした場合について準用する。

（実績報告）
第10条　規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に（同条後段に規定する場合にあっては当該会計年度の翌年度の４月30日までに）、必要書類を添えて大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金実績報告書（様式第７号）を、知事に提出することにより行わなければならない。

（補助金の額の確定等）
第11条　知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、
　その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するもので
　あるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に
　通知するものとする。

（補助金の交付）
第12条　知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定の後、当該補助金を交付する。

（補助金の返還）
第13条　知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、
　既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
２　知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が
　交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

（検査等）
第14条　知事は、補助事業の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して遂行状況の報告を求め又は帳簿書類等を実地調査等の検査をすることができる。

（その他）
第15条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和７年３月19日から施行し、令和６年４月１日から適用する。

（施行期日）
１　この要綱は、令和７年10月29日から施行し、令和７年４月１日から適用する。











